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関係者各位 

 

 

行政が作成した消費者教育教材資料の優秀作品が決定 

 

 

（財）消費者教育支援センター（会長・加藤一郎 理事長・宇野政雄）が行政機関を対象に実施

いたしました「第１回消費者教育教材資料表彰（行政対象）」の優秀賞が決定しました。 

 この制度は、行政機関が作成した消費者教育教材資料のうち、学校等の消費者教育現場で活用

できる優秀な資料を表彰するものです。33 の行政機関から 43 点のご応募をいただき、その中か

ら厳正なる審査の結果、各部門（印刷資料部門、視聴覚資料部門、ホームページ部門）計 12 点の

資料が優秀賞と決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 また、８月５日には表彰式及びシンポジウムを開催する予定です。関係各位にお知らせいただ

きたく、ご案内申し上げます。 

 

 

 

財団法人消費者教育支援センター 

〒151-0053 

東京都渋谷区代々木 5-64-5-101 

TEL 03-5454-3091 FAX 03-5790-5340 

URL http://www.consumer-education.jp 

 

◇お問合せ先◇  

副主任研究員 柿野成美 

e-mail kakino@consumer-education.jp  

 

  

＜添付資料＞ 

資料① 第１回消費者教育教材資料表彰（行政編）優秀賞 

資料② 優秀賞受賞作品（写真） 

資料③ 選考委員一覧 
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＜印刷資料部門＞ 
自治体名 タイトル 資料種類 対象 

愛知県  
 

あいち消費者教育リポート パンフレット 教員 

神奈川県  
 

DESIRE あなたは賢い消費者、それと

も・・・？（消費者教育サポートブック） 
副読本 高校生 

教員 

熊本県  
 

がんばれヤング くらしのミニガイド 副読本 高校生 

世田谷区  知っておけば安心！ トラブルに巻きこまれ

ないために 
パンフレット 中学生 

新潟県  いきいき買い物探検隊！「体験型わくわくゲ

ームブック」 
副読本 小学生 

 

＜視聴覚資料部門＞  

自治体名 タイトル 資料種類 対象 
秋田県 悪質商法に気をつけろ「消費者金融編」 

 
ビデオ 高校生以上 

岐阜県 消費者教育副読本 おっと！落とし穴 
 

CD-ROM 高校生 

経済産業省 悪質商法撃退作戦 ミッションＲ３  
 

ビデオ 高校生 

御殿場市 催眠商法ビデオ ビデオ 中学生～高

齢者、教員 
東京都 消費者教育ビデオソフト だまされないで!!

悪質商法―No と言わなきゃダメだニャー― 
ビデオ 高校生 

大学生 

 

＜ホームページ部門＞  
自治体名 タイトル 対象 

大阪市 インターネット版 くらしのひろばエル 
http://www.city.osaka.jp/Lnet/index.html 

幼児～一般、教員 

長崎県 ながさき消費生活館 
http://www.pref.nagasaki.jp/shouhi/index.html 

小学生～一般 

以上 12 点 

 

財団法人消費者教育支援センター 

 

 

 

 

 

第１回消費者教育教材資料表彰（行政編）  

資料①



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料②



 

消費者教育教材資料表彰委員会 

 

委員長 小木 紀之   名古屋経済大学教授・日本消費者教育学会会長            

 

委員 足立 則夫  日本経済新聞社ウイークエンド編集部編集委員  

    

阿見 拓男  栃木県立小山西高等学校教諭（公民科） 

     

櫻井 純子  女子栄養大学教授 

 

芝原 純   消費者関連専門家会議理事長 

 

富岡 秀夫  国民生活センター研修生活研究部部長 

 

西村 弘子  調布中学校・高等学校校長   

      

森  紳彦  東京都消費生活総合センター所長        

    

松下 直子  全国地域婦人団体連絡協議会事務局長 

      

吉岡 邦彦  日本生命保険消費者室長         

    

渡辺 純子    東京家政大学教授                  

  

※ なお本委員会は、企業・業界団体を対象とする「消費者教育教材資料表彰」（企業・ 

業界団体編）の選考委員会と同様。企業・業界団体編については、ホームページを

ご参照ください。 

※ 東京都消費生活総合センター所長は選考委員会不参加。 

 

 

資料③


